
報告事項２ 

公益社団法人長野県介護福祉士会 令和 7年度 活動計画 

基本理念 

私たち介護福祉士は、自己決定を最大限尊重し、人間の尊厳の保持を旨とする

介護サービスを提供します。そして、すべての人々が住み慣れた地域において安

心して暮らし続けることができる社会の実現を目指します。 

そして、介護福祉士の一人ひとりが、日々やりがいを感じ、安心して働ける介

護業界となるようその使命を担って行きます。 

 

目的 

1.介護に従事する者を支える職能団体となる 

2.介護福祉士の自己研鑽とその人らしい生活を支えるための人材を育成する 

3.地域の中での介護福祉士の活動を推進する  

 

目標 

1．各支部での会員との関係性を強化する 

2．介護の質の向上のための研修の提案をする 

3．専門職ができることを地域で活動する 

 

令和 7年度 基本方針 

介護福祉士会の活動が活発に行われ、介護福祉士が仕事でやりがいを感じる

瞬間を会員が感じている事と思います。しかし、依然と続く物価高騰などが影響

していることから、安定した運営と活動が出来るための新しいアイディアが求

められています。最新のテクノロジーを活用して、オンラインでの研修やセミナ

ー、ワークショップを実施等の工夫が必要ですし、情報提供方法のデジタル化を

早急に進めていくことが必須です。 

また、組織率の伸び悩みがあり、その影響は会の運営に大きな影響を与えてい

ます。入会促進及び退会抑制に取り組んでまいります。合わせて、他の団体や組

織との連携を促進し賛助会員の入会を募ります。地域貢献活動と、研修会の充実

を図り、そこからのつながりを考える１年にしたいと考えています。専門職とし

て社会的責任を果たすために、組織の充実と強化に向けての組織改善を行いな

がら、「人づくり」と「繋がり」「交流」など。魅力を引き出す活動展開をしてい

きます。 

1．支部組織と活動を見直し、支部での活動の活性化を図る。 

2．質の高い介護サービスの提供を目指す研修内容と研修方法を検討する。 
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3. ふくしニアを通して地域に介護の価値観と魅力を発信する。 

1.事業内容 

（１）介護福祉士会の組織強化に関する事業 

①入会率向上を図ります。(目標：新規入会 100名) 

②支部・ブロックの活動、研修のやり方を工夫し、非会員を巻き込んだ活動を

します。 

③広報紙や、ホームページ、フェイスブック等を活用して介護福祉士や、地域

に団体の存在感とその活動内容を知らせる。 

④介護カフェ・ワークショップ等で、会員、非会員を含めた対話の場を作り、

つながりを広げます。また養成校も含めた談話の場をつくります。 

⑤入会キャンペーンを行い、期間限定で入会金の割引や特典を提供する。 

 

（２）職業倫理並びに専門的知識及び技術の向上に関する事業 

①生涯研修体系に基づく研修、キャリアパス対応研修を実施します。 

②求められる介護福祉士像を踏まえた取り組みを推進します。 

③チームケア実践に対応できるリーダー育成に取り組みます。 

④会員の論文研究を支援し、介護福祉士の専門性を可視化していきます。 

⑤障がいの特性に合わせた生活支援、倫理についての勉強会を行います。 

⑥自主的な専門部会の活動を継続します。 

 

（３）災害支援のための取り組み 

①長野県災害福祉ネットワーク構成団体と連携，協働し災害支援を行います。 

②大規模災害時や災害に備え近隣都道府県介護福祉士会と連携、協力します。

③発災時に迅速な対応（被災者支援のための会員派遣や他都道府県士会からの  

受入れ）がきるように、平常時から会の派遣体制を整備します。(活動員の

育成と募集) 

④避難所開設時の初動時に必要な備品を整備します。 

 

（４）介護福祉士の役割を担い地域包括ケア・共生社会の構築を推進 

①地域包括ケアを推進していく介護福祉士の専門性を、研修を通して、伝えま

す。  

②他団体との連携し、地域での活動を行ないます。 

③地域包括ケア、地域共生社会、多職種連携等の情報を会員に提供し、参加の

機会を広げます。 

④養成校と連携し、勉強会の活動を継続させます。(介護の質を高める会含む) 
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（５）介護福祉の普及啓発 

①「介護の日」に合わせ関係団体と連携し「ケアコンテスト」などのイベント

に取り組みます。 

②長野県内の小学生・中学生を対象として、「介護」についての理解促進と「介

護職」についての正し情報提供と魅力を伝え、将来の職業の選択肢につなげ

ることを目的とした講座「介護プチ講座」の開催、高校・専門学校・大学を

対象とした「福祉・介護の出前授業」の広報をします。 

③「介護への道」のパンフレットを学校やハローワークなどに配布します。 

 

（６）介護人材確保・定着のための取り組み 

①仕事のやりがいと楽しさをケアコンテスト、ふくしニアを通して発信します。 

 

（７）行政機関や各種関係団体が開催する検討会等に参画し、介護福祉士会とし

ての意見を発信します。 

 

（８）特定資産の使用目的について継続検討します。(検討委員会の設置を検討) 

 

（９）離職防止と再就職促進事業 

①潜在介護福祉士に向けた研修を要望があれば計画していく。 

②離職防止を目的に、介護職員の心の声を受けとめる相談窓口を設置し公開し

ます。 

（10）介護福祉士の調査研究に関する事業 

①日本介護福祉士会の行う調査研究事業への協力を行います。 

②論文研究事業（年６回） 

                      

(11) その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

① 支部活動が円滑にできる体制整備を各支部で行います。 

② 各支部の報告会で同意された活動報告等を、本会の定期社員総会で決議し

ます。(令和７年度より、定時社員総会にて支部も一緒に決議する) 

③ 本会、各支部の規約の見直しを行います。 

④ 県からの委託事業を積極的に行います。 

⑤ 効果的なコスト削減方法と、情報伝達方法を検討し、実践します。 

⑥ 日本介護福祉士会の個人サイト「ケアウェル」への登録、運営サポーター

への登録を推進します。 

⑦ 自助努力をする中で、入会基準についての検討をしていきます。 
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